
 令和６年第 10回教育委員会会議 報告事項（３） 

 

教育委員会の権限事務に係る教育長の臨時代理（県議会議案「沖縄 

県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関す 

る条例の一部を改正する条例」に対する意見） 

 

義務教育課  

１ 概 要 

 令和６年第２回沖縄県議会に知事が提出した議案「沖縄県幼保連携型認定こ

ども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例」

に係る、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定に基づく意見

聴取に対する回答について、教育委員会会議を開催する時間的余裕がなかった

ことから、令和６年６月 20 日に沖縄県教育委員会の議決事項及び教育長に委任

する事項等に関する規則第７条第１項に基づき、教育長による臨時代理により

回答した。 

 

２ 議案「沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関

する条例の一部を改正する条例」案の概要 

(1)  幼保連携型認定こども園以外の認定こども園について、満３歳以上満４

  歳未満の子どもおおむね 20 人につき１人以上の職員を置くとされていると

  ころを、おおむね 15 人につき 1人以上とするよう改め、満４歳以上の子ど

  もおおむね 30 人につき 1 人以上の職員を置くとされているところを、おお

  むね 25 人につき 1人以上とするよう改める。 
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(2) 職員配置に関する特例を定める。 

    【別添参照】①新旧対照表 

          ②こ成保 141、５文科初第 2419 号(令和６年３月 13 日付) 

(3) その他所要の改正を行う。 

(4)  この条例は、公布の日から施行する。 

 

３ 臨時代理した意見の内容 

議案「沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関

する条例の一部を改正する条例」は、国の基準改正に伴い、幼保連携型認定こ

ども園以外の認定こども園の職員配置に関する基準を改めるものであることか

ら、異議がない旨を回答した。 



提出議案の概要 

【こども未来部】 

 

【議案名】 

 乙第４号議案 沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件 

に関する条例の一部を改正する条例 

 

【議案提出の理由】 

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条

第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設

備及び運営に関する基準の一部が改正されたことを踏まえ、職員配置に関する基準

を改める等の必要がある。 

 

【議案の概要】 

１ 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園について、満３歳以上満４歳未

満の子どもおおむね20人につき１人以上の職員を置くこととされているところ

を、おおむね 15 人につき１人以上とするよう改め、満４歳以上の子どもおおむ

ね 30 人につき１人以上の職員を置くこととされているところを、おおむね 25

人につき１人以上とするよう改める。 

２ 職員配置に関する特例を定める。 

３ その他所要の改正を行う。 

４ この条例は、公布の日から施行する。 

 

【説明】 
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対
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表

沖
縄
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
に
関
す
る
条
例
（
平
成
2
4
年
沖
縄
県
条
例
第
2
3
号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
１
条

（
略
）

第
１
条

こ
の
条
例
は
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
1
8
年
法
律
第
7
7
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
に
規
定
す
る
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
（
以
下
「
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
の
認
定
の

要
件
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
３
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
要
件
）

（
法
第
３
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
要
件
）

第
４
条

（
略
）

第
４
条

法
第
３
条
第
１
項
の
条
例
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴
～
⑶

（
略
）

⑷
別
表
に
掲
げ
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

（
法
第
３
条
第
３
項
の
条
例
で
定
め
る
要
件
）

第
５
条

（
略
）

第
５
条

法
第
３
条
第
３
項
の
条
例
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴
・
⑵

（
略
）

⑶
別
表
に
掲
げ
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

第
６
条

（
略
）

第
６
条

（
略
）

附
則

附
則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

１
（
略
）

１
こ
の
条
例
は
、
平
成
2
4
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
職
員
配
置
に
関
す
る
特
例
）

２
別
表
の
第
１
の
１
の
規
定
に
よ
り
認
定
こ
ど
も
園
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
の
数
に
つ
（
新
設
）

い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
表
の
第
１
の
１
中
「
1
5
人
」
と
あ
る
の
は
「
2
0
人
」
と
、
「
2
5
人
」
と

あ
る
の
は
「
3
0
人
」
と
す
る
。

（
職
員
資
格
に
関
す
る
特
例
）

（
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
資
格
に
関
す
る
特
例
）

３
（
略
）

２
園
児
の
登
園
又
は
降
園
の
時
間
帯
そ
の
他
の
園
児
が
少
数
で
あ
る
時
間
帯
に
お
い
て
、
別
表
の

第
１
の
１
本
文
の
規
定
に
よ
り
認
定
こ
ど
も
園
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
の
数
が
１
人
と

な
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
同
表
の
第
２
の
１
、
２
及
び
４
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の

（
新
旧
対
照
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第
１
の
１
の
規
定
に
よ
り
認
定
こ
ど
も
園
に
置
く
も
の
と
さ
れ
る
職
員
の
う
ち
１
人
は
、
知
事
が

幼
稚
園
の
教
員
免
許
状
又
は
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と

認
め
る
者
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
別
表
の
第
２
の
２
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
幼
稚
園
の
教
員
免
許
状
又
は
保
育
３

別
表
の
第
２
の
２
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
幼
稚
園
の
教
員
免
許
状
又
は
保
育

士
の
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
小
学
校
教
諭
又
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状

士
の
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
小
学
校
教
諭
又
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状

（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
2
4
年
法
律
第
1
4
7
号
）
第
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い

（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
2
4
年
法
律
第
1
4
7
号
）
第
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い

う
。
次
項
及
び
附
則
第
８
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
者
（
現
に
当
該
施
設
に
お
い
て
主
幹

う
。
次
項
及
び
附
則
第
７
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
者
（
現
に
当
該
施
設
に
お
い
て
主
幹

養
護
教
諭
及
び
養
護
教
諭
と
し
て
従
事
し
て
い
る
者
を
除
く
。
次
項
及
び
附
則
第
８
項
に
お
い
て

養
護
教
諭
及
び
養
護
教
諭
と
し
て
従
事
し
て
い
る
者
を
除
く
。
次
項
及
び
附
則
第
７
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
は
補
助
者
と
し
て

同
じ
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
は
補
助
者
と
し
て

従
事
す
る
場
合
を
除
き
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

従
事
す
る
場
合
を
除
き
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

５
（
略
）

４
別
表
の
第
２
の
４
（
た
だ
し
書
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
幼
稚
園
の
教
員
免
許

状
又
は
小
学
校
教
諭
若
し
く
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
小
学
校
教
諭
又
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
は
保

育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
と
と
も
に
教
育
及
び
保
育
時
間
相
当
利
用
児
の
保
育
に
従
事
す
る
場
合

（
小
学
校
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
が
満
５
歳
以
上
の
子
ど
も
に
係
る
当
該
保
育
に
従
事

す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
除
き
、
保
育
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

６
（
略
）

５
１
日
に
つ
き
８
時
間
を
超
え
て
開
所
す
る
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
、
開
所
時
間
を
通
じ
て
必

要
と
な
る
職
員
の
総
数
が
、
利
用
定
員
に
応
じ
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
の
数
を
超
え
る

場
合
に
お
け
る
別
表
の
第
２
の
１
、
２
及
び
４
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
幼
稚
園

の
教
員
免
許
状
又
は
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
開
所
時
間
を
通
じ

て
必
要
と
な
る
職
員
の
総
数
か
ら
、
利
用
定
員
に
応
じ
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
の
数
を

差
し
引
い
て
得
た
数
の
範
囲
で
、
知
事
が
幼
稚
園
の
教
員
免
許
状
又
は
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る

者
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
者
は
補
助
者
と
し
て
従
事
す
る
場
合
を
除
き
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
に

従
事
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
当
該
者
は
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
と
と
も
に
保
育
に
従
事
す

る
場
合
を
除
き
、
保
育
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

７
（
略
）

６
別
表
の
第
２
の
１
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
に
つ

い
て
は
、
当
分
の
間
、
１
人
に
限
っ
て
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又

は
准
看
護
師
（
以
下
「
看
護
師
等
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

（
新
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照
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満
１
歳
未
満
の
子
ど
も
の
数
が
４
人
未
満
で
あ
る
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す

る
知
識
と
経
験
を
有
す
る
看
護
師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当

た
っ
て
当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
（
略
）

７
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
同
表
の
右
欄
に
掲

げ
る
者
を
も
っ
て
代
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
者
の
総
数
は
、
別
表
の
第

１
の
１
の
規
定
に
よ
り
認
定
こ
ど
も
園
に
置
く
も
の
と
さ
れ
る
職
員
の
数
の
３
分
の
１
を
超
え
て

は
な
ら
な
い
。

附
則
第
４
項

（
略
）

（
略
）

附
則
第
３
項

別
表
の
第
２
の
２
の
規
定
に
よ
り
置
小
学
校
教
諭
又
は
養
護
教
諭
の
普
通

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
幼
稚
園
の
教
免
許
状
を
有
す
る
者

員
免
許
状
又
は
保
育
士
の
資
格
を
有

す
る
者

附
則
第
５
項

（
略
）

（
略
）

附
則
第
４
項

別
表
の
第
２
の
４
（
た
だ
し
書
の
規
幼
稚
園
の
教
員
免
許
状
又
は
小
学
校

定
を
適
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
教
諭
若
し
く
は
養
護
教
諭
の
普
通
免

規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
許
状
を
有
す
る
者

い
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者

附
則
第
６
項

（
略
）

（
略
）

附
則
第
５
項

別
表
の
第
２
の
１
、
２
及
び
４
の
規
知
事
が
幼
稚
園
の
教
員
免
許
状
又
は

定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
と
同
等

幼
稚
園
の
教
員
免
許
状
又
は
保
育
士
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め

の
資
格
を
有
す
る
者

る
者

附
則
第
７
項

（
略
）

（
略
）

附
則
第
６
項

別
表
の
第
２
の
１
の
規
定
に
よ
り
置
看
護
師
等

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
の
資

格
を
有
す
る
者

別
表
（
第
４
条
、
第
５
条
関
係
）

別
表
（
第
４
条
、
第
５
条
関
係
）

施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
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第
１

職
員
配
置

第
１

職
員
配
置

１
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
満
１
歳
未
満
の
子
ど
も
お
お
む
ね
３
人
に
つ
き
１
人
以
上
、
満
１

１
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
満
１
歳
未
満
の
子
ど
も
お
お
む
ね
３
人
に
つ
き
１
人
以
上
、
満
１

歳
以
上
満
３
歳
未
満
の
子
ど
も
お
お
む
ね
６
人
に
つ
き
１
人
以
上
、
満
３
歳
以
上
満
４
歳
未

歳
以
上
満
３
歳
未
満
の
子
ど
も
お
お
む
ね
６
人
に
つ
き
１
人
以
上
、
満
３
歳
以
上
満
４
歳
未

満
の
子
ど
も
お
お
む
ね
1
5
人
に
つ
き
１
人
以
上
、
満
４
歳
以
上
の
子
ど
も
お
お
む
ね
2
5
人
に

満
の
子
ど
も
お
お
む
ね
2
0
人
に
つ
き
１
人
以
上
、
満
４
歳
以
上
の
子
ど
も
お
お
む
ね
3
0
人
に

つ
き
１
人
以
上
の
教
育
及
び
保
育
に
従
事
す
る
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ

つ
き
１
人
以
上
の
教
育
及
び
保
育
に
従
事
す
る
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ

し
、
当
該
従
事
す
る
者
は
、
常
時
２
人
を
下
回
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

し
、
当
該
従
事
す
る
者
は
、
常
時
２
人
を
下
回
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

２
（
略
）

２
満
３
歳
以
上
の
子
ど
も
で
あ
っ
て
、
幼
稚
園
と
同
様
に
１
日
に
４
時
間
程
度
利
用
す
る
も

の
（
以
下
「
教
育
時
間
相
当
利
用
児
」
と
い
う
。
）
及
び
保
育
所
と
同
様
に
１
日
に
８
時
間

程
度
利
用
す
る
も
の
（
以
下
「
教
育
及
び
保
育
時
間
相
当
利
用
児
」
と
い
う
。
）
に
共
通
の

４
時
間
程
度
の
利
用
時
間
（
以
下
「
共
通
利
用
時
間
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
学
級
を
編
制

し
、
各
学
級
ご
と
に
少
な
く
と
も
１
人
の
職
員
（
以
下
「
学
級
担
任
」
と
い
う
。
）
に
担
当

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
１
学
級
の
子
ど
も
の
数
は
、
3
5
人

以
下
を
原
則
と
す
る
こ
と
。

第
２
～
第
７

（
略
）

第
２
～
第
７

（
略
）

（
新
旧
対
照
表

4
ペ
ー
ジ
）








